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第 １５ 号 

令和５年１１月５日 

海蔵地区市民センター 

ＴＥＬ ３３１－３２８４ 

ＦＡＸ ３３０－０２２２ 

かいぞう地区 検索 

回 覧 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

◆日  時  １２月９日（土）１３：３０～ 

◆場  所  海蔵小学校 旧多目的室（学童保育所東側） 

◆演 奏 者  野方重文 様（みゆきヶ丘二丁目在住）  

◆内  要  唱歌や懐かしい歌などをハーモニカ演奏で歌ってみませんか･･･ 

※どなた様でもいらっしゃってください。マスク着用でお願いします。 

◆問合せ先  海蔵地区団体事務局 ＴＥＬ ３３３－８７７０ 

        （平日９：００～１２：００、１３：００～１６：００） 

参加無料 

【主 催】海蔵地区社会福祉協議会福祉部 海蔵地区民生委員児童委員協議会 

１０月２１日（土）「第３回海蔵地区を歩こう会」を開催しました。雲行きが怪しく、少し

肌寒い日でしたが、参加者の皆さん、スタッフ含め約２５０名に参加いただきました。ご協

力いただきましたコース沿線の皆様、たいへんお世話になりありがとうございました。 

今年は、本郷、末永、清水、野田方面の、２㎞、４㎞、５㎞の３コースを用意し、０歳か

ら８７歳といろいろな世代にご参加いただきました。この歩こう会が、地域の魅力の再発見

や、健康増進につながれば幸いです。今後も様々なイベントを開催していきますので、ぜひ

ともご参加いただきますようお願いします。また、皆さんとご一緒できる日を楽しみにして

おります。 
主催：海蔵地区社会福祉協議会健康推進部 

 
スタッフの 

気配りが 

すごいなぁ 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

口座振替で‼  

納税は、便利で安心な   【問合せ先】四日市市 収納推進課 

     Ｔ Ｅ Ｌ 354-8141 

     ＦＡＸ 354-8309 

 ○虐待の通告は、親子を守る連絡です○ 
 

～子育ての悩みを一人で抱え込んではいませんか～ 

・子どもは、泣き叫ぶ、泣き続けて止まらなくて・・・ 

お店でぐずって、駄々をこねてしまい・・・ 

・親は、気がつくと、手をあげていた、怒鳴ってしまっていた・・・ 

虐待や体罰は、身体と心の成長や発達に悪い影響が出ることが、科学的にもわかって

きています。 

たとえ勘違いだったとしても・・・まずは、連絡・相談を！ 
 

●児童虐待・子育て・ひとり親家庭など児童・家庭の相談 

四日市市こども家庭課 : ３５４－８２７６ 

●児童相談所虐待対応ダイヤル（２４時間ＯＫ）１８９
いちはやく

  

１０月１日にスタートした「よっかいち電子図書館」は、場所や時間を問わず、インター

ネットに接続されたスマートフォンなどの電子端末で電子書籍の貸出や返却、閲覧ができる

サービスです。実際に体験しながら操作方法などを学ぶことができる説明会を開催します。 

★日 時 １２月８日（金）１４：００～１６：００ 

★場 所 海蔵地区市民センター ２階 中会議室 

★対象者 市内在住、または通勤・通学する方 

★定 員 ２０人程度    

★参加料 無料 

★持ち物 インターネットに接続できるスマートフォン、タブレットなど 

     また「四日市市図書館共通貸出券」をお持ちの方は持参をお願いします。 

★その他 事前申し込み不要、自由参加 

     当日は、体験用タブレットを数台用意いたします（台数に限りがあります）。 

【問合せ先】四日市市立図書館 ＴＥＬ ３５２－５１０８ ＦＡＸ ３５２－９８９７ 

メールアドレス tosyokan@city.yokkaichi.mie.jp 

よっかいち電子図書館はこちら ⇒ 
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＝困ったら 一人で悩まず 行政相談＝ 

役所の仕事に関する困り事、意見・要望や行政に関して分からないことなどはありま 

せんか？ 

そのようなときに役に立つのが総務省の「行政相談」です。 

行政相談は、国や独立行政法人、特殊法人の業務や、国が関わっている県・市などの業務

に対する困り事、意見・要望などを幅広く受け入れ、公正で中立的な立場から、必要に応じ

て、関係行政機関にあっせんを行います。そして、その解決や実現の促進を図るとともに、

行政の制度・運営の改善に生かす制度です。 

毎月第３火曜日に四日市市役所１階市民相談コーナーで行政相談を実施していますが、 

１１月は常磐地区市民センターで実施します。 

年金、保険、税金、登記、道路、福祉など役所の仕事について、お気軽にご相談ください。 

日 時  １１月２１日（火）１３：００～１６：００   

場 所  常磐地区市民センター 和室     

   ※常磐地区以外の方のご相談にも応じます。 

 
「行政相談委員」とは、総務大臣が委嘱している民間有識者で、みなさんの身近な

相談相手です。ご相談は無料で、相談者の秘密は固く守ります。 

【問合せ先】市民生活課 市民・消費生活相談室 ＴＥＬ ３５４－８１４７ 

≪自動通話録音警告機の購入費補助金制度をご存じですか？≫ 

本市では、令和５年度から、特殊詐欺や悪質な電話勧誘等からの被害を未然に防止するた

め、満６５歳以上の方を対象として、固定電話機に外付けする「自動通話録音警告機」の購

入費の一部を補助する制度を設けました。 

自動通話録音警告機は、電話機の呼び出し音が鳴る前に、相手に対して、通話内容を録音

することを伝える警告音声を流した後に通話内容を録音する機器です。 

 (公社)三重県防犯協会連合会の設置者アンケートで、機器の設置により不審電話等がな

くなった、または減少した、また、設置者の９０％が詐欺等の被害防止に有効という回答結

果が出ておりますので、ぜひ制度の活用をご検討ください。 

 

■補助金の額  購入金額の２分の１（上限７千円、千円未満の端数切り捨て） 

■申 請 期 間  ６月１日から令和６年１月３１日まで 

■   市民・消費生活相談室（四日市市役所１階）※郵送可 

    ※お近くの地区市民センターでもご提出いただけます。 

■詳しい制度についてはこちら ▶ 

■事務担当 市民・消費生活相談室 ＴＥＬ ３５４－８１４７ 
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（１月上旬からの勤務です）

◇募集職種  小学校給食調理員（給食パート） 

◇業務内容  給食調理、運搬、後片付け、調理場清掃など 

◇勤 務 日  給食実施日等（春・夏・冬休みは勤務なし） 

◇勤務時間  ８：３０～１５：１５（労働時間６時間） 

        ※下野小学校：８：４５～１５：３０（労働時間６時間） 

◇時 間 給  １０７０円（通勤距離が片道２ｋｍ以上の場合、通勤費を別途支給） 

◇そ の 他  羽津小学校及び笹川小学校勤務の場合、他の学校の調理員の欠勤状況等 

により他の市内小学校に勤務することがあります。社会保険加入あり。 

◇申し込み  応募を希望される方は、教育総務課（ＴＥＬ ３５４－８２３６）に電話 

のうえ、履歴書を提出して下さい。書類選考のうえ、面接を実施します。 

◇応募期間  １１月８日（水）～１１月３０日（木） 

  

市内に設置されている防災行政無線の試験放送を実施します 
 

Ｊアラート全国一斉情報伝達試験に併せて、市内１２１箇所全ての防災行政無線の屋

外拡声子局の試験放送を実施します。防災行政無線に加え、ＣＴＹ－ＦＭラジオ放送、

四日市市 Sアラート等からも一斉に放送いたしますので、ご承知おきください。 

（１）実施日時 

  １１月１５日（金）１１：００ころから数分程度 

（２）試験放送内容 

放送・吹鳴内容 

【放送内容】 

上りチャイム音(♪ピンポンパンポン ) 

「これは、J アラートのテストです。」×３ 

「こちらは、こうほうよっかいちです。」 

下りチャイム音(♪ピンポンパンポン ) 

 

●３５１－４００４（自動電話応答機能）

にＴＥＬしていただくと放送内容が確認

できます。 

●気象状況その他の理由により中止する場

合があります。 

●以降の試験は、以下のとおりを予定して

おります。 

令和６年２月９日（金）１１：００ 

※地域住民の皆さんに参加していただく試験放送ではありません。 

【連携対象】市内全域の防災行政無線、テレビ（CTY-L 字放送）、緊急告知ラジオ（CTY－FM）、 

四日市市 Sアラート、四日市市安全安心防災メール、四日市市ホームページ、 

Ｘ（旧ツイッター）、ＬＩＮＥ 

【問合せ先】危機管理課 

ＴＥＬ ３５４－８１１９ 

メール kikikanri@city.yokkaichi.mie.jp 


